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計画策定の趣旨                               
 

子どもと家庭を取り巻く環境が変化するなか、これまで以上に、地域社会全体で子育てを支援

することが求められており、本計画は、このような変化する社会情勢を捉え、本市の実情に応じ

た子ども・子育て支援の総合的な取り組みを一層推進するために策定。 

 

計画の期間                                 
 

子ども・子育て支援法６１条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画は、５年を一期とし

て策定するものとされており、本計画は、「令和２年度から令和６年度」までを計画期間として

いる。 

 

計画の対象                                 
 

本計画は、生まれる前から乳幼児期、青少年期に至る概ね１８歳までの子どもとその保護者に

加え、地域社会を構成するすべての人を対象としている。 

 

基本理念                                  
 

「子どもたちの 笑顔あふれる未来のために 子ども・子育て新ステージ ふくしま」 

 
基本目標と重点施策                             
 

１．安心して子育てできる環境をつくる 

・幼児教育・保育施設の供給量の確保【重点施策】 

  ・幼児教育・保育の質の向上【重点施策】 

  ・放課後児童対策の充実【重点施策】 

  ・特別保育等の充実【重点施策】 

２．親子が健康でいきいきと生活できる環境をつくる 

・子どもや保護者の健康の推進 

  ・食育の推進 

  ・子ども医療の充実 

  ・子どもの体力の向上 

  ・子どもと保護者の心のケアの推進 

  ・安全で安心な生活環境づくりの推進 

３．子どもが適切な支援を受けることができる環境をつくる 

・児童虐待防止体制の強化【重点施策】 

  ・障がいのある子どもに対する支援の充実【重点施策】 

  ・子どもの貧困対策の充実【重点施策】 

  ・外国籍の子どもや保護者等に対する支援の充実 

４．地域における子育てしやすい環境をつくる 

  ・家庭や地域の教育力の向上 

  ・市民との協働による子育て支援の推進 

  ・情報発信・相談支援の充実 

  ・未来の子どもへの支援 

  ・子どもえがお条例の制定【重点施策】 
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【令和５年度】重点施策の実施状況（概要）                            

 
１ 幼児教育・保育施設の供給量の確保       

 

幼児教育・保育施設の利用を希望する保護者が施設を利用できる環境を整備し、令和３

年度以降、待機児童数ゼロを４年連続で達成した。(４月１日現在) 

保育所新設の支援や保育アテンダントによる入所のマッチング支援等により保育の受け

皿拡大を図ったほか、保育士等奨学資金貸付事業やＵＩＪターン保育士等就労支援事業等

により新卒・潜在保育士の確保を推進した。 

 

①保育士等奨学資金貸付事業 

 （貸付者数）     ７０名（R4:67名） 

②ＵＩＪターン保育士等就労支援事業 

 （対象者）       ３名（R4: 7名） 

③保育士宿舎借り上げ支援事業 

 （実施施設数）   １９施設（R4:22施設） 

④保育アテンダント事業 

 （相談件数）  ２，７１５件（R4:2,285件） 

⑤ＡＩによる入所選考の実施 ８５件（R4:79件） 

 
２ 幼児教育・保育の質の向上                            

 

幼児教育保育アドバイザーが、１０１の施設を訪問し、施設の課題や感染症対策につい

て情報交換や助言を行った。 

また、認可外保育施設については、訪問指導・巡回支援を通して、保育の質の向上に努

めた。 

 

①幼児教育保育アドバイザーの配置   ５名（R4: 4名） 

②福島市保育の質ガイドラインの研修会 ３回 

③認可外保育施設への巡回実施数   ５１回（R4:59回） 

④幼稚園・認可保育施設研修会    ４１回（R4:35回） 

 

３ 放課後児童対策の充実                               

 

放課後児童クラブを利用する子どもの増加に伴い、地域の実情に応じて受け入れ枠を拡

大したほか、支援員の処遇改善によるクラブの質の向上や、クラブ運営に関わる業務など

を外部委託するために必要な経費を補助することによりクラブの負担軽減を図った。 

また、多子世帯への利用者負担軽減を行い子育て支援を実施した。 

 

①放課後児童支援員等処遇改善 

（実施クラブ数）  ９１クラブ（R4:91クラブ） 

②放課後児童クラブ育成支援体制の強化 

 （実施クラブ数）  ４２クラブ〔R5新規〕 

 ③放課後児童クラブ多子世帯利用者負担軽減 

  （利用世帯数） １，２２３世帯（R4:1,163世帯） 
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４ 特別保育等の充実 

 

幼稚園において在園児を対象として、教育時間外や長期休みの期間の預かり保育を実施

し、保育ニーズに対応した取り組み支援を行った。 

また、病児・病後児保育や休日保育など、家族形態や保護者の就労状況など、多様な保

育ニーズに対応できる環境整備に努めた。 

 

 ①病児・病後児、体調不良児型保育 

  （実施施設数）   １０施設（R4:10施設） 

 ②休日保育 

  （実施施設数）    ３施設（R4:2施設） 

③ファミリーサポートセンター 

病児・病後児等緊急対策事業 

 （利用件数）    ７０２件（R4:799名） 

④子育て短期支援事業 

 （利用日数）    １２０日（R4:48名） 

 

５ 児童虐待防止体制の強化                             

 

令和５年４月にこども家庭センター・えがおを設置し、母子保健と児童福祉の機能を一

体化することで、保健師、ケースワーカー、心理士、助産師、歯科衛生士、保育士等の専

門職による、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもを対象とした相談支援や、妊娠・出産・

子育てに困難を抱える家庭の早期把握と相談支援により、虐待の未然防止に取り組んだ。 

また、要保護児童対策地域協議会を定期的に開催し、関係機関との情報共有及び連携の

強化を行った。 

 

①こども家庭センター・えがお（児童福祉分野） 

（相談件数）    １，０９１件（R4:1,149件） 

 ②産後ケア 

（ショートステイ）    ４７件（R4:31件） 

（デイケア）       ６５件（R4:29件） 

（アウトリーチ）  １，２９５件（R4:1,489件） 

 ③乳幼児健康診査未受診者支援 

（未受診者数）     ２５９件（R4:288件） 

 

６ 障がいのある子どもに対する支援の充実                      

 

発達に困難をかかえる子どもや医療的ケアが常時必要な子ども、ならびにその家族を支

援するため、関係機関との連携強化を図るとともに、子ども一人ひとりの障がいの状況に

応じたきめ細かな支援を行えるよう体制整備を行った。 

 

①障がい児保育ネットワーク会議の開催 

（会議実施回数）           ８回 

②こども発達支援センターにおける支援 

（療育訓練・指導）       延べ９４３名（R4:延べ 920名） 

（電話来所等による相談） 延べ２，２５１件（R4:延べ 2,109件） 

（医師・心理士等による相談会）   ９２回（R4:103回） 

 ③公立保育施設に医療的ケア児の受け入れ体制を整備 

  （整備施設数） １施設 【１日２回程度のケアに対応】 
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７ 子ども貧困対策の充実                              

 

「子どもの居場所づくりバックアップ本部」を設置し、地域での子どもの居場所づくり

の立ち上げや運営支援を行ったほか、子ども食堂を支援する「フードドライブ」の実施を

行った。 

また、貧困、虐待、不登校などの様々な課題に対応するために、スクールソーシャルワ

ーカー等を配置し、教職員や保護者への助言・支援、福祉関係機関等との連絡調整等にあ

たった。 

その他、保育施設の多子世帯利用者負担軽減など、経済的支援体制についても継続して

行った。 

 

①福島市子ども食堂  ４５カ所（R4:40カ所） 

②スクールソーシャルワーカーの配置 

（件数）       ８４件（R4:93件） 

 ③スクールカウンセラーの配置 

（来所相談件数）  ８９８件（R4:816件） 

（電話相談件数）３，６６４件（R4:3,332件） 

④児童扶養手当給付事業（令和６年３月３１日現在） 

（受給者数）  １，６４１名（R4:1,719名） 

⑤国民健康保険税の負担軽減（令和６年３月３１日現在） 

 （減免対象こども被保険者数）１，４６２名（R4:1,332名） 

 

 

８ 子どものえがお条例の制定                            
 

令和３年６月に制定し、地域全体で子どもと子育てを応援する機運醸成を図る取組を継

続して実施を行ってきた。 

地域においても民間団体が中心となり「未来への子育てエール運動推進協議会」が発足

し、市内の１２０団体以上が運動に参画する活動なども行われ、子どもと子育て世代を応

援する取組の輪が広がっている。 

また、本市の子育て支援施策の取組が高く評価され、（一社）日本子育て支援協会より東

北初となる「日本子育て支援大賞」を受賞したほか、日経新聞社などで行っている「子育

てしやすい街ランキング２０２３」では、全国８位、東北では１位に選ばれた。  

 

 ①日本子育て支援大賞受賞（東北初） 

 ②子育てしやすい街ランキング２０２３ 東北１位（全国８位） 

③出前講座やイベントにおいて啓発実施回数  １０回 
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幼児教育・保育施設の進捗状況                           
 

子どもの年齢や保護者の就労状況などに応じて利用する、幼稚園、保育園、認定こども園、 

小規模保育事業などの進捗状況。 

 

 

（１）認定区分ごとの利用できる施設・事業の概要 

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設・事業 

１号認定 
●満３歳以上 

●教育を希望する就学前の子ども 

・幼稚園 

・認定こども園(幼稚園機能) 

２号認定 
●満３歳以上 

●保育を必要とする就学前の子ども 

・保育園 

・認定こども園(保育所機能) 

３号認定 
●満３歳未満 

●保育を必要とする就学前の子ども 

・保育園 

・認定こども園(保育所機能) 

・小規模保育事業など 

 

 

 
（２）幼児期の教育・保育施設の進捗状況（４月１日現在）            （単位：人） 

認定区分 
計 画 実 績 差引 

（②－①） 需要量の 

見込み（①） 
確保方策数（定員） 供給量（②） 

１号認定 

合計 

２，６９９ 

3,735 3,５０７ 2,120 ▲５79 

幼稚園・認定こど

も園 1,335 1,2０７ 578 
78.55％ 

新制度に未移行

の幼稚園 2,400 2,３00 1,542 

２号認定 

合計 

２，６９２ 

3,460 3,421 3,392 ７００ 

認可保育所・認

定こども園 2,968 2,9３４ 3,143 

１２6.00％ 地域型保育 0 18 １1 

認可外 492 469 2３８ 

３号認定 

（１・２歳） 

合計 

２，４３１ 

2,444 2,243 2,216 ▲215 

認可保育所・認

定こども園 1,863 1,601 1,684 

９1.16％ 地域型保育 313 340 ３38 

認可外 268 302 １９4 

３号認定 

（０歳） 

合計 

49８ 

630 6７4 ３72 ▲126 

認可保育所・認

定こども園 496 478 ３18 

７4.70％ 地域型保育 80 97 ３2 
認可外 54 ９9 22 

合 計 8,３２０ 10,269 9,845 8,100 
▲2２０ 

97．３６％ 
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地域子ども・子育て支援事業の進捗状況                        
 

 

（１）利用者支援事業 
子どもとその保護者が、保育所・幼稚園・認定こども園での教育・保育や、一時預かり、 

放課後児童健全育成事業（学童クラブ）等の地域子育て支援事業等の中から適切なものを選択 

し、円滑に利用できるよう、情報提供や必要に応じ相談・助言等を含めた支援を行う事業 
                                  （単位：実施個所数） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み ３ 3 3 ３ 

②確保方策 ３ 3 3 ３ 

実
績 

③供給量実績 ３ 3 3 ３ 

差引（③－①） 
０ 0 0 ０ 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）延長保育事業 
保育所等において在園児を対象に、通常の保育時間を延長して保育の実施を行う事業 

（単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み 831 ８６６ 900 893 

②確保方策 831 ８６６ ９００ 893 

実
績 

③供給量実績 833 ９３１ ９０７ 884 

差引（③－①） 
２ ６５ ７ ▲９ 

100.24％ 10７.５１% 100.78% 98.99％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 

保育アテンダント、子育てコーディネーター、こども家庭センターえがおの設置により、施設・

支援事業の円滑な利用や、子育てに関する相談支援の体制の充実が図られた。 

引き続き、職員のスキルアップを図るとともに、施設との連携を図り、相談支援体制をよ

り充実させて継続して実施していく。 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 
コロナ禍においても継続した実施に努め、安心して仕事と子育てができるよう、ニーズに応じ

た支援を行うことができた。 

今後も保護者のニーズを踏まえながら、提供体制の維持・確保に取り組む。 
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（３）放課後児童健全育成事業 
保護者が就労等の理由により昼間家庭にいない小学生を対象に、適切な遊びや生活の場を提

供し、児童の健全育成を図る事業。市内の小学校に通学する 1 年生から６年生までの児童を

対象に実施                          
 （単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み 3,047 3,178 ３，３１３ 3,253 

②確保方策 3,386 3,386 ３，４２６ 3,426 

実
績 

③供給量実績 3,337 3,598 3,628 3,733 

差引（③－①） 
290 ４２０ ３１５ ４８０ 

109.52％ 1１３.２２% 109.51% 114.76％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）子育て短期支援事業 
保護者が疾病、出産、育児疲れ、育児不安などにより、一時的に家庭で養育が困難となった 

場合に、児童養護施設等で一時的に子どもの預かりを行う事業         （単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み ９７ １０３ １１０ １１７ 

②確保方策 ９７ １０３ 1１０ １１７ 

実
績 

① 供給量実績 7 ３４ ４８ 120 

差引（③－①） 
▲９０ ▲ ６９ ▲ ６２ ３ 

7.21％ ３３．０１% ４３．６４% 102.56％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 
需要量の見込みを超える利用ニーズに応えるため、既存クラブでの受入れ数の拡大やクラブ

の増設等に取り組み、令和２年度と比較し、待機児童も２３名から３名と減少した。 

また、施設整備や事務的業務の外部委託への補助も開始し、運営者の支援に努めた。 

今後においても、放課後児童クラブの施設整備を支援するなど受入体制の確保を図る。 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 
児童養護施設等において、専用の施設を整備するなど、支援体制が強化されたことにより、

実績が大きく伸びた。 

また、保護者に対する利用勧奨により、児童が不適切な環境で養育されるリスクについて

も低減することができている。 

引き続き利用を希望する保護者のニーズに合わせた受入施設の選定を行う等利用者本位

の相談に努めるとともに、事業の周知啓発を図っていく。 
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（５）乳児家庭全戸訪問事業 
生後２カ月から４カ月までの乳児のいる家庭を対象に、こんにちは赤ちゃん応援隊、保健師、

助産師等が訪問し親子の健康状態と育児状況や養育環境などの確認や助言を行い、子育てに 

関する情報提供等を行う事業 
                  （単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み 1,868 1,8７４ 1,8８０ 1,884 

②確保方策 1,868 1,8７４ 1,8８０ 1,884 

実
績 

③供給量実績 1,771 １，６３５ 1,514 1,355 

差引（③－①） 
▲９７ ▲ ２３９ ▲ ３６６ ▲５２９ 

94.81％ ８７.２５% 80.５３% 71.92％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）養育支援訪問事業 
養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・助産師・保育士・ヘルパー等が 

その居宅を訪問し、家事援助や養育に関する指導、助言等を行う事業 
                                     （単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み ４０４ 40６ 40８ ４１０ 

②確保方策 ４０４ 40６ 40８ ４１０ 

実
績 

③供給量実績 577 5１２ ５２６ 486 

差引（③－①） 
１７３ １０６ １１８ ７６ 

142.82％ 1２６.１１% １２８．９２% 118.54％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 
出生数の減少の影響により、実績値は減少しているが、ほぼ全ての乳児のいる世帯への訪問

を行えている。 

また、傾聴を中心に相談に応じると共に、地域の子育て情報を提供し、子どもの健やかな成

長の支援と地域の子育て支援体制の充実を図ることができている。 

引き続き、子育ての孤立を防ぐなど、地域の中で子どもが健やかに成長できるよう環境整備

に努める。 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 

コロナ禍もあり、令和２年～４年度は、親族に頼れないなどといったケースも増え、実績が大

きく伸びた。令和５年度は、少し減少しているが、心身の不調などから家庭の育児力が低下して

いる傾向にあり、需要は高い。 

引き続き、養育支援が必要な家庭のニーズに合わせた助言指導や家事支援など、児童が不

適切な環境で養育されるリスクの低減を図ると共に、保護者の育児負担に合わせたサービス

の提供を行う等利用者本位の相談に努める。 
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（７）地域子育て支援拠点事業 
乳幼児およびその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育て相談、子育て講座、子育

てサークル支援、情報提供等を実施する事業 
         （単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み 96,804 ９５，３７６ 9６,６１２ 96,912 

②確保方策 ２３か所 ２３か所 ２3か所 ２３か所 

実
績 

③供給量実績 
52,094 ５４，８８９ 58,190 61,583 

（２３か所） （２３か所） （２3か所） （２３か所） 

差引（③－①） 
▲44,710 ▲40,487 ▲38,422 ▲35,329 

53.81％ 5７.５５% 60.23% 63.55％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）一時預かり事業 

【幼稚園型】 
幼稚園において在園児を対象として、教育時間以外の時間帯や長期休みの期間中に子どもを 

預かる事業                                
 （単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み 141,742 14５,３０５ 145,４４４ 142,930 

②確保方策 141,742 14５,３０５ 145,４４４ 142,930 

実
績 

③供給量実績 117,525 1２４,９５５ 109,725 121,458 

差引（③－①） 
▲24,217 ▲20,350 ▲35,719 ▲21,472 

82.91％ 8５.９９% 75.44% 84.98％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 
コロナ禍においては、利用制限や開催できない時期もあったが、徐々に回復してきており、乳

幼児とその保護者が相互交流を行う場の提供と交流促進を図ることが概ねできた。 

今後も、連携会議や研修会を定期的に開催し、内容の充実を行うとともに、より広く利用され

るよう様々な広報媒体を活用し事業の周知を図る。 
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【一般型】 
保育所等において、主に保育所や幼稚園等に通っていない乳幼児を対象として、保護者が 

パート就労や病気、育児リフレッシュなどの場合に、一時的に子どもを預かる事業          
（単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み 16,789 1７,１７８ 1８,1９３ 18,063 

②確保方策 16,789 1７,１７８ 1８,1９３ 18,063 

実
績 

③供給量実績 5,787 6,061 4,770 5,386 

差引（③－①） 
▲11,002 ▲11,117 ▲13,423 ▲12,677 

34.47％ 35.28% 26.22% 29.82％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）病児・病後児保育事業 
子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、保育所等において病気の子どもを一時的

に保育するほか、保育所等において保育中に体調不良となった子どもへの緊急対応を行う事業 
（単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み 1,913 1,9２７ 1,9５８ 1,943 

②確保方策 1,913 1,9２７ 1,9５８ 1,943 

実
績 

③供給量実績 767 1,120 1,312 1,617 

差引（③－①） 
▲1,146 ▲ 740 ▲ 6５６ ▲326 

40.04％ 61.16% 6７.７０% 83.22％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 
コロナ禍や待機児童の減少により、計画値との差が出たものと考えている。 

今後は、誰でも通園制度なども含め、未就園児の健やかな成長促進、育児リフレッシュでの利

用による保護者支援のため、提供体制の充実につなげる。 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 
病児・病後児保育の利用者数は、コロナ禍の影響により一時的に減少したが、５類移行に

伴い、コロナ禍以前の状況に戻りつつある。 

引き続き、事業の周知を図るとともに利用者が安心して子どもを預けられる体制を確保し

ていく。 
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（１０）ファミリーサポートセンター事業 
子育ての手助けがほしい人（利用会員）、子育てのお手伝いをしたい人（協力会員）、両方を兼ね

る人（両方会員）が登録し、子育ての相互援助活動を行う事業 
                                    （単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み 2,842 2,936 3,033 3,007 

②確保方策 2,842 2,936 3,033 3,007 

実
績 

③供給量実績 2,869 2,537 3,157 3,523 

差引（③－①） 
27 ▲399 １２４ 516 

100.95％ 86.41% １０４.０９% 117.16％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）妊婦健康診査 
妊婦健康診査にかかる費用について、最大１５回まで助成する事業      （単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み 28,110 28,２００ ２８，２６０ 28,350 

②確保方策 28,110 28,２００ 28,２６０ 28,350 

実
績 

③供給量実績 22,078 2０,0０１ 18,732 17,630 

差引（③－①） 
▲6,032 ▲８,１９９ ▲9,528 ▲10,720 

78.54％ 7０.９３% 66.28% 62.19％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 

コロナ禍における実績の減もあったが、回復してきている。仕事と家庭の両立支援や、子育て

の負担軽減のため重要な事業であり、ニーズも高い。 

今後は、様々な媒体を通じて事業の周知による協力会員のさらなる確保、定期的な講習会な

どによる質の向上に努めていく。 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 

出生数の減少により、達成率は、低い状態であるが、ほぼすべての妊婦が必要な健診を受診

している。 

また、妊娠届の面談の際に交付しており、全妊婦との面談により経済的な負担の軽減、継続

した医療機関受診につながるとともにハイリスク妊婦の把握と支援につながっている。 

引き続き関係機関と連携を図りつつ、安心・安全な出産と育児ができるよう支援を継続す

る。併せて、出産に向けての支援や育児への相談等を継続的に実施していく。 
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（１２）実費徴収に係る補足給付事業 
幼稚園や保育所における食事の提供に要する費用及び日用品、文房具等の購入に要する費用 

等について、低所得世帯を対象に費用の一部を補助する事業           
（単位：人） 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計
画 

①需要量の見込み ３３７ 3２９ ３２３ ３２１ 

②確保方策 ３３７ 3２９ ３２３ ３２１ 

実
績 

③供給量実績 226 2４５ ２０８ 193 

差引（③－①） 
▲１１１ ▲ ８４ ▲ １１５ ▲１２８ 

67.06％ 7４.４７% ６４.４０% 60.12％ 

 

 

 

 

 

【取組内容に対する評価及び今後の方針】 
低所得世帯への、保護者の負担軽減に一定程度寄与できた。 

今後も、施設とも連携しながら周知を行い、制度の利用を呼び掛けていく。 


